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 入 札 説 明 書  

 

 

令和８年５月２９日に公告した令和８年度森林研究所所内整備下刈作業委託業務に

係る一般競争入札（条件付）については、関係法令に定めるもののほか、この入札説

明書によるものとする。 

 入札に参加する者は下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合にお

いて、当該仕様等について疑義がある場合は、下記３に掲げる者に対して、仕様書に

関する質問・回答書により、説明を求めることができる。 

 ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てること

はできない。 

 

１ 入札に付する事項 

（１）公告番号   岡農セ第２号 

（２）業務名    令和８年度森林研究所所内整備下刈作業委託業務 

（３）業務の内容  別添 下刈作業委託特記仕様書のとおり 

（４）契約期間   契約締結日から令和８年９月３０日まで 

（５）履行場所    森林研究所所内森林等のうち、指定する場所 

 

２ 入札に参加できる者の資格 

入札の公告日から落札者が決定する日までの間、次に掲げる要件を全て満たして

いること。 

（１）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格者名簿（以下「入札参加資格者

名簿」という。）に登載されている者であること。 

（２）入札参加資格者名簿の業務種目の大分類が「９ その他（情報・通信サービ

スを除く。）」、小分類が「９ 森林管理」であり、格付区分がＡランクであ

ること。 

（３）入札参加資格者名簿に登載された所在地が岡山県内であること。 

（４）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定

に該当する者でないこと。 

（５）岡山県役務の提供の契約に係る入札参加資格審査要領（平成１９年岡山県告 

示第３３２号）に規定する入札参加の停止の措置を受けている者でないこと。 

（６）岡山県から役務の提供の契約に係る入札参加除外の措置を受けている者でな

いこと。 

（７）岡山県建設工事等暴力団対策会議運営要領に基づく指名除外を受けている者

でないこと。 

（８）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者（更生手続開始の決定又は再生手続開始の決

定を受けている者を除く。）でないこと。 

 

３ 業務委託契約に関する事務を担当する課等の名称 

  〒７０９－０８０１ 

赤磐市神田沖１１７４－１ 

      岡山県農林水産総合センター 総務課 

      電 話 番 号        ０８６－９５５－０２７２ 

      ＦＡＸ番号    ０８６－９５５－０６６３ 
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４ 契約条項を示す場所 

上記３の場所とする。 

 

５ 入札手続等 

（１）入札参加資格確認申請書の配布及び方法 

１）配布期間  令和８年５月２９日から令和８年６月８日まで 

２）配布場所    上記３の場所に同じ  

なお、岡山県農林水産総合センターホームページ 

https://www.pref.okayama.jp/site/22/ 

からダウンロードできる。 

（２）仕様書の閲覧及び配布 

１）閲覧・配布期間  令和８年５月２９日から令和８年６月８日までの 

午前９時から午後５時まで 

２）閲覧・配布場所  上記３の場所に同じ 

（３）仕様書に対する質問の受付 

１）受付期間 令和８年５月２９日から令和８年６月８日までの 

午前９時から午後５時まで 

２）方法      「仕様書に関する質問・回答書」によりＦＡＸすること。 

３）宛先   ０８６－９５５－０６６３ 

 

（４）入札参加申出手続 

入札参加を希望する者は、次の書類を提出しなければならない。 

①入札参加資格確認申請書 

  ※添付書類として資格認定通知書（役務）の写し 

１）提出期間  令和８年５月２９日から令和８年６月８日までの 

午前９時から午後５時まで 

２）提出場所  上記３の場所に同じ 

３）提出方法  持参又は郵送（書留郵便その他これに準じる方法によるも

のに限る。） 

（５）入札参加資格要件の審査 

１）事前審査 

入札参加資格確認申請書を提出した者について、上記２の（１）、（２）、

（３）、（５）、（６）及び（７）の事項について審査し、不適合と認め

られる者に対してはその旨を通知する。 

この通知を受けた者は、この入札に参加することができない。 

２）事後審査 

上記１）の事項を除く入札参加資格要件の審査は開札後に行う。 

事後審査は、入札参加資格要件を全て満たしている者１名を確認する

まで、最低価格入札者から入札価格の低い順に行い、入札条件に不適合

と認められる者があった場合には、当該入札参加者にその旨を通知する。 

３）入札参加資格がないとされた理由の説明要求 

入札参加資格がない旨の通知を受け取った者は、当該通知を受け取った

日の翌日から起算して７日以内に、５（３）３）の宛先にＦＡＸする方法

により、説明を求める書面を提出することができる。 
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６ 入札 

入札に参加する者は、入札書を下記のとおり提出しなければならない。 

（１）入札の日時及び場所 

１）日時      令和８年６月１６日（火） 午前１０時 

２）場所        赤磐市神田沖１１７４－１ 

岡山県農林水産総合センター １階第４会議室 

３）提出方法    持参または郵送 

４）郵送による入札 郵送による入札を認める。ただし、書留郵便その他こ

れに準じる方法に限る。 

 

ア 受領期限 

令和８年６月１５日（月）午後５時 

イ 送付先  

上記３のとおり  

ウ 郵送方法  

入札書を送付する場合は二重封筒とし、入札書は、中封筒に入

れて密封のうえ、当該中封筒の封皮に氏名（法人の場合はその名

称又は商号）を記入するとともに「令和８年６月１６日開札、『令

和８年度森林研究所所内整備下刈作業委託業務』入札書在中」と

朱書きする。 

また、外封筒の封皮にも「令和８年６月１６日開札、『令和８

年度森林研究所所内整備下刈作業委託業務』入札書在中」と朱書

きしなければならない。 

 

（２）入札方法 

１）入札書の記載方法 

入札書の住所（所在地）、商号又は名称、代表者職氏名には、入札参加

資格審査申請の際に記載した契約を締結する権限を有している者について

記入し、岡山県との契約、入札等に使用する印鑑を押印すること。 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 

１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかを問わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。 

２）代理人による入札 

入札に際し、代理人が入札を行う場合は、契約を締結する権限を有して

いる者からの委任状を持参し、入札前に提出すること。 

入札書の住所（所在地）、商号又は名称、代表者職氏名には、契約を締

結する権限を有している者について記入し、当該代理人（受任者）の住所、

氏名を記入し、受任者が入札する際に使用する印（受任印）を押印するこ

と。 

 

（３）その他 

１）入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂

正部分を線で抹消し、入札者又はその代理人の印で訂正部分について押印
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をしなければならない。 

なお、入札金額の訂正は認めない。 

２）入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることが

できない。 

３）入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に

執行することができない状態にあると契約担当者が認めたときは、入札を

延期し、又はこれを廃止することがある。 

４）入札をした場合において、落札候補者がないときは、後日、日付を改め

て再度入札を行う。 

 

７ 入札保証金 

見積もった契約希望金額の１００分の５以上とする。ただし、岡山県財務規則（昭

和６１年岡山県規則第８号）第１３３条各号のいずれかに該当する場合は、減免す

る。 

 

８ 入札の無効 

次の入札は無効とする。 

（１）上記２の入札に参加できる者の資格のない者のした入札 

（２）申請書類等に虚偽の記載をした者のした入札 

（３）上記５（５）２）に規定する事後審査において入札条件に不適合と認められ

た者のした入札 

（４）その他岡山県財務規則第１４０条各号に掲げる入札 

 

９ 落札者の決定方法 

（１）岡山県財務規則第１３７条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内

で最低の価格をもって有効な入札を行った者を第１順位落札候補者とする。 

（２）落札候補となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじにより

落札者を決定する。くじの方法は入札書に記入したくじ番号①と予定価格書に

記入したくじ番号②を足し、１の位が最も９に近いものを落札者とする。 

（３）落札決定は、上記５（５）２）の事後審査が完了した後に行う。 

 

10 契約書の作成 

    契約書を作成する。 

 

11 契約保証金 

    契約金額の１００分の１０以上とする。ただし、岡山県財務規則（昭和６１年岡

山県規則第８号）第１５５条各号のいずれかに該当する場合は、減免する。 

 

12 その他  

（１）落札者は、契約を締結しようとするときは、暴力団の排除に係る誓約書

を提出しなければならない。なお、この誓約書を提出しないときは、当該

契約の締結を拒んだものとみなすので留意すること。  

 （２）落札者は、電子契約サービスの利用を希望するときは、落札者の決定通

知後すみやかに、「電子契約利用申出書」を提出しなければならない。  


